
 

 

 
 
滋賀県内の公立小・中・養護学校にも 

「リサイクル トイレットペーパー」を寄贈します！ 
 
 
  京都銀行（頭取 柏原 康夫）では、環境保護への取り組みの一環として、平成１０年か

ら行内の廃棄文書類をトイレットペーパーなどにリサイクルして使用しております。 

  平成１３年からは、子供たちに環境問題に関心を持ってもらうため、この「リサイクル ト

イレットペーパー」を京都府内の全公立小･中学校および養護学校等（平成２０年４月 ６１７校）に、    

年間使用量の約半分を寄贈しております。 

今般この活動を広げ、平成２０年度より滋賀県内の当行店舗所在地にある公立小･中･養

護学校等１２９校にも寄贈しますのでお知らせいたします。 
 

  平成１２年１２月に滋賀県内初の草津支店を開設以降、県内の店舗網を拡大してきた当

行は、昨年１１月の近江八幡支店開設により、現在７カ店体制となっております。これを

機に滋賀県においても、子供たちの環境保全意識の一層の向上への一助となることを願い、

「リサイクル トイレットペーパー」の寄贈を始めるものです。 
 

  当行では、本年３月１日に「京銀環境方針」を制定するとともに、本部組織横断的な「環

境委員会」を設置して積極的・継続的な環境保全活動を推進しております。今後も引き続

き、環境問題を経営の重要課題として認識し、積極的に環境保全に取組んでまいります。 

 

記 
 
  １．寄 贈 品 

         「リサイクル トイレットペーパー」 

 

  ２．平成２０年４月に寄贈する学校数および寄贈数量 

         滋賀県  １２９校      ３０,４８４巻 

         京都府  ６１７校   １０５,５５２巻 

※ 滋賀県は当行店舗所在地（大津市､草津市､栗東市､近江八幡市､彦根市）、 

                  京都府下は全域の公立小･中･養護学校等 

 

  ３．寄贈の時期 

         平成２０年４月 、１０月 （年２回に分け寄贈） 

 

  ４．寄贈の方法 

         直接、各学校にお届けします。 

以  上 
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 ※１０月にも同等数量の寄贈を予定しております。

平成 20 年 3 月 27 日 
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＜ご参考＞ 
 当行の環境への主な取り組み 

 
 

●｢槇島文書センター｣にて行内の廃棄文書類のリサイクルを実施 
    ●リサイクルしたトイレットペーパーを、京都府内の公立小中学校などへ寄贈 
       （年間約２１万巻、府内の公立小中学校の平成１９年度の年間使用量の半年分） 

●｢使用済み蛍光灯ランプ｣をリサイクル原料へ再生するシステムを導入 
    ●グリーン購入の促進（渉外用カバンへのペットボトルリサイクル製品の採用 等） 
 
 
 
    ●平成１５年、事務センター（京都市）では、｢ＩＳＯ１４００１｣（環境マネジメント      
     システムの国際規格）を取得し、電力使用量やコピー用紙の使用削減に取り組み 
 
 

    ●｢京銀エコ･ローン｣、「京銀エコ･私募債」の取扱い 
    ●｢京銀エコ住宅ローン金利優遇｣の実施 
    ●｢エコカー･セーフティードライブ優遇｣の実施 

 
 

●廃棄文書類や使用済み蛍光灯ランプの回収車に｢天然ガス自動車｣を導入 

 
 

●｢本店東館｣をはじめ、堅田支店、事務センターで実施 
●堅田支店が滋賀県の「第３回

オウミ

淡海ユニバーサルデザイン賞（施設部門）」を受賞（2007 年） 

     ※すべての人が利用しやすく、風力発電やソーラーシステム、屋上緑化など環境にも配慮   

       している点が評価されました 

         ユニバーサルデザイン賞 表彰式                       堅田支店の屋上緑化 

 

 

 

資源のリサイクルへの取組 

屋上緑化 等 

ＩＳＯ認証の取得 

エコカーの導入 

環境に配慮した企業や住宅に対する金融支援

  （別紙） 



 

 
 
 

●当行嵐山研修会館で、地元の小学生や近隣住民等と５１種類４,０００本の木々を植樹       

          近隣の小学生たちと植樹                    かわいい花を咲かせたサザンカ 
 
 
 

●地球温暖化の防止や災害の防止、景観の保全にむけた森林整備（間伐、枝打ち）活動

へ参加するなど、森を守り育てる運動に参画 

            第１回森林整備教室の参加者                         第６回森林整備教室（間伐体験） 
 
 
 

電気の使用について 
●使用していない部屋や共用部分（トイレ・廊下等）の照明の消灯や空調の停止 
●開店前や閉店後のロビーの照明の消灯 
●待機電力の削減（機器を主電源で操作、節電モードの活用等） 

    自動車の使用について 
●効率を考慮した訪問予定経路を事前に計画し実践 
●「エコ安全ドライブ」の取り組み 

以  上 
 
 
 
 
 

－３－ 

｢京銀ふるさとの森づくり｣植樹祭の開催

｢京都モデルフォレスト協会｣の活動へ参画

そ の 他 


